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（
行
政
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
中
間
法
人
法
を
廃
止
し
、
民
法
そ
の
他
の
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
等
を
す
る
と
と
も
に
、
所

要
の
経
過
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
中
間
法
人
法
の
廃
止

中
間
法
人
法
を
廃
止
す
る
。

二
、
民
法
の
改
正

民
法
第
一
編
第
三
章
中
の
公
益
法
人
の
設
立
等
に
係
る
規
定
を
削
る
。

三
、
既
存
の
公
益
法
人
に
つ
い
て
の
経
過
措
置

１

社
団
法
人
、
財
団
法
人
等
の
存
続
等

民
法
の
規
定
に
よ
る
社
団
法
人
若
し
く
は
財
団
法
人
又
は
民
法
施
行
法
の
規
定
に
よ
る
社
団
法
人
若
し
く
は
財
団
法
人
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で
あ
っ
て
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
」
と
い
う

）
の
規
定
に
よ
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
と
し

。

て
存
続
す
る
。
存
続
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
公
益
法
人
へ
の
移
行
の
登
記
又
は
通
常
の

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
へ
の
移
行
の
登
記
を
し
て
い
な
い
も
の
は

「
特
例
社
団
法
人
」
又
は
「
特
例

、

財
団
法
人
」
と
い
い

「
特
例
民
法
法
人
」
と
総
称
す
る
。
特
例
民
法
法
人
の
業
務
の
監
督
は
旧
主
務
官
庁
が
行
う
。

、

２

公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
へ
の
移
行

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
公
益
法
人
認
定
法
」
と
い
う

）
に
規
定
す

。

る
公
益
目
的
事
業
を
行
う
特
例
民
法
法
人
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
移

行
期
間
」
と
い
う

）
内
に
、
行
政
庁
の
認
定
を
受
け
て
登
記
を
す
る
こ
と
で
、
公
益
法
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

。

の
移
行
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
認
定
法
に
お
け
る
認
定
と
同
様
の
手
続
を
行
う
。

行
政
庁
は
、
特
例
民
法
法
人
か
ら
公
益
法
人
へ
の
移
行
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
移
行
の
認
定
を
し
た
場
合
又

は
し
な
い
場
合
は
、
旧
主
務
官
庁
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
へ
の
移
行
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特
例
民
法
法
人
は
、
移
行
期
間
内
に
、
行
政
庁
の
認
可
を
受
け
て
登
記
を
す
る
こ
と
で
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団

法
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
認
可
に
お
い
て
は
、
当
該
特
例
民
法
法
人
は
、
一
定
の
場
合
に
は
、
民
法
上
の
公
益
法

人
と
し
て
形
成
し
た
公
益
目
的
財
産
額
に
相
当
す
る
金
額
を
公
益
の
た
め
に
支
出
す
る
「
公
益
目
的
支
出
計
画
」
を
作

成
し
、
こ
れ
が
適
正
で
あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
実
施
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

移
行
期
間
の
満
了
に
よ
る
解
散
等

移
行
期
間
内
に
２
の
認
定
又
は
３
の
認
可
を
受
け
な
か
っ
た
特
例
民
法
法
人
は
、
移
行
期
間
中
に
認
定
又
は
認
可
の
申

請
を
し
移
行
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な
い
と
き
を
除
き
、
移
行
期
間
の
満
了
の
日

に
解
散
し
た
も
の
と
み
な
す
。

四
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備

民
法
の
ほ
か
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
の
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。


